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(57)【要約】
【課題】本発明は、水分含有量が３％以下の焼成用油脂食品であるにも拘らず、食材に塗
布して焼成した時に香ばしいチーズの風味を得ることができ、さらに、食材表面のサクサ
ク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じることができる、焼成用
油脂食品に関する。
【解決手段】食用油脂及びチーズを配合し、水分含有量が３％以下である焼成用油脂食品
において、食用油脂として少なくとも、上昇融点４０℃以上の高融点油脂を含有し、前記
食用油脂とチーズの比率が２：１～５０：１（質量部）であり、前記チーズが、３０メッ
シュオンが８０％以上の粒状チーズと、５０メッシュパスが８０％以上の粉末状チーズと
を１：１０～１０：１（質量部）の比率で含有するものである、焼成用油脂食品。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
食用油脂及びチーズを配合し、水分含有量が３％以下である焼成用油脂食品において、
食用油脂として少なくとも、上昇融点４０℃以上の高融点油脂を含有し、
前記食用油脂とチーズの比率が２：１～５０：１（質量部）であり、
前記チーズが、３０メッシュオンが８０％以上の粒状チーズと、５０メッシュパスが８０
％以上の粉末状チーズとを１：１０～１０：１（質量部）の比率で含有するものである、
焼成用油脂食品。
【請求項２】
請求項１に記載の焼成用油脂食品において、
さらに乳糖を配合する、焼成用油脂食品。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の焼成用油脂食品において、
さらにクエン酸を配合する、焼成用油脂食品。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水分含有量が３％以下の焼成用油脂食品であるにも拘らず、食材に塗布して
焼成した時に香ばしいチーズの風味を得ることができ、さらに、食材表面のサクサク感と
食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じることができる、焼成用油脂食
品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スライスチーズをパンに乗せてオーブントースター等で焼成したチーズトーストは、代
表的なパンの調理方法である。このようなチーズトーストは、調理方法が手軽であること
、焼成時に香ばしいチーズの香りを有することから人気のメニューであり、朝食などで喫
食されている。
【０００３】
　一方で、バター、ガーリック等の風味を付与したペースト状の油脂組成物をパンに塗っ
たメニューも、アルコール類のおつまみ等として好まれている。ペースト状の油脂組成物
であると、食パンのみならずフランスパン等にも塗りやすいものとなり、様々なメニュー
に用いることができる。また、嗜好の多様化に対応させるため、油脂組成物に具材として
野菜等を混入したものも知られている（特許文献１参照）。
【０００４】
　本発明者等は、食用油脂をベースとしたペースト状の油脂組成物中にチーズを配合し、
手軽にチーズトーストを調理できる油脂ペーストを製した。しかしながら、食用油脂をベ
ースとした場合、特に、水分含量が３％以下の油脂ペーストとした場合には、食用油脂に
よるマスキング効果によるものか、食材に塗付し焼成した時に、チーズの風味が得られに
くく、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じ
にくいという問題が発生した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１２４７６０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、水分含有量が３％以下の焼成用油脂食品であるにも拘らず、
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食材に塗布して焼成した時に香ばしいチーズの風味を得ることができ、さらに、食材表面
のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じることができる
、焼成用油脂食品を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者等は、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた。その結果、食用油脂とチーズ
の含有比率を特定範囲に調整し、サイズの異なるチーズを配合するならば、意外にも、水
分含有量が３％以下の焼成用油脂食品であるにも拘らず、食材に塗布して焼成した時に香
ばしいチーズの風味を得ることができ、さらに、食材表面のサクサク感と食材内部のジュ
ーシー感とが一体となった美味しさを感じることができる焼成用油脂食品が得られること
を見出し、遂に本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、
（１）食用油脂及びチーズを配合し、水分含有量が３％以下である焼成用油脂食品におい
て、
食用油脂として少なくとも、上昇融点４０℃以上の高融点油脂を含有し、
前記食用油脂とチーズの比率が２：１～５０：１（質量部）であり、
前記チーズが、３０メッシュオンが８０質量％以上の粒状チーズと、５０メッシュパスが
８０質量％以上の粉末状チーズとを１：１０～１０：１（質量部）の比率で含有するもの
である、
焼成用油脂食品、
（２）（１）に記載の焼成用油脂食品において、
さらに乳糖を配合する、焼成用油脂食品、
（３）（１）又は（２）に記載の焼成用油脂食品において、
さらにクエン酸を配合する、焼成用油脂食品、
である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、水分含有量が３％以下の焼成用油脂食品であるにも拘らず、食材に塗
布して焼成した時に香ばしいチーズの風味を得ることができ、さらに、食材表面のサクサ
ク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じることができる、焼成用
油脂食品を提供することができる。これにより、食パンなどに塗布し焼成して食するため
の調味スプレッド、そしてこれを用いたメニューの更なる拡大が期待される。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を詳細に説明する。なお、本発明において「％」は「質量％」を、「部」
は「質量部」を意味する。
【００１１】
＜本発明の特徴＞
　本発明の焼成用油脂食品は、食用油脂及びチーズを配合し、水分含有量が３％以下であ
る焼成用油脂食品において、食用油脂として少なくとも上昇融点４０℃以上の高融点油脂
を含有し、前記食用油脂とチーズの比率が２：１～５０：１であり、前記チーズが、３０
メッシュオンが８０％以上の粒状チーズと、５０メッシュパスが８０％以上の粉末状チー
ズとを１：１０～１０：１の比率で含有させることにより、パン類などの食材に塗布して
焼成した時に香ばしいチーズの風味を得ることができ、さらに、食材表面のサクサク感と
食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じることに特徴を有する。
【００１２】
＜焼成用油脂食品＞
　本発明の焼成用油脂食品とは、油脂を主原料とする食品であって、当該食品を他の食材
の表面に塗布等により付着させ、前記他の食材と共に焼成する食品をいう。このような焼
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成用油脂食品は例えば、パン類等の食材に塗布し焼成して喫食して用いることができる。
【００１３】
＜チーズ＞
　本発明に用いるチーズは、ナチュラルチーズや、ナチュラルチーズを原料として加工さ
れたプロセスチーズ、あるいは他の添加材等を含有したチーズ加工品を、後述する粒状あ
るいは粉末状に加工したものを用いる。ナチュラルチーズとしては例えば、パルミジャー
ノ・レッジャーノ、グラナパダーノ、ペコリーノ・ロマーノ、パルメザンチーズ、ゴーダ
チーズ、チェダーチーズ、ブルーチーズなどが挙げられる。
【００１４】
＜粒状チーズ＞
　本発明の粒状チーズには、３０メッシュオン（目開き０．５ｍｍ）が８０％以上のもの
を用いることが必須であり、２２メッシュオン（目開き０．７１ｍｍ）が８０％以上であ
るとよい。前記条件を満たす粒状チーズを配合しない場合は、焼成用油脂食品を食材に塗
布して焼成した時に食材内部のジューシー感を感じにくく、香ばしいチーズの風味が得ら
れにくいものとなる。
　なお、上述した粒状チーズの上限の大きさは特に限定されないが、焼成用油脂食品を食
材に塗布して焼成した時に食材内部のジューシー感をより感じやすく、香ばしいチーズの
風味が得られやすいことから、３．５メッシュパス（目開き５．６ｍｍ）が８０％以上、
さらに４．７メッシュパス（目開き４ｍｍ）が８０％以上、特に５．５メッシュパス（目
開き３．３５ｍｍ）が８０％以上であるとよい。
　また、本発明のメッシュ（篩）は、Ｔｙｌｅｒ規格に基づく。
【００１５】
＜粉末状チーズ＞
　本発明の粉末状チーズには、５０メッシュパス（目開き０．３ｍｍ）が８０％以上のも
のを用いることが必須であり、６０メッシュパス（目開き０．２５ｍｍ）が８０％以上、
さらに７０メッシュパス（目開き０．２１２ｍｍ）が８０％以上であるとよく、特に１０
０メッシュパス（目開き０．１５ｍｍ）が８０％以上であるとよい。
　前記条件を満たす粉末状チーズを配合しない場合は、焼成用油脂食品を食材に塗布して
焼成した時に食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさ
を感じにくく、香ばしいチーズの風味が得られにくいものとなる。
【００１６】
＜粒状チーズと粉末状チーズの比率＞
　粒状チーズと粉末状チーズとの比率は、１：１０～１０：１であり、さらに１：８～８
：１であるとよい。
　粒状チーズの含有比率が前記範囲より少ない場合は、焼成用油脂食品を食材に塗布して
焼成した時に、食材内部のジューシー感が得られにくく、その結果、香ばしいチーズの風
味が得られにくくなる。
　一方、粒状チーズの含有比率が前記範囲より多い場合は、焼成用油脂食品を食材に塗布
して焼成した時に、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美
味しさを感じにくく、その結果、香ばしいチーズの風味が得られにくくなる。
【００１７】
＜チーズ含有量＞
　粒状チーズと粉末状チーズの合計のチーズ含有量は、本発明の焼成用油脂食品がチーズ
風味の食品であること、後述する食用油脂とのバランスを考慮し、０．５～４０％である
とよく、１～３０％であるとよい。
【００１８】
＜高融点油脂＞
　本発明の焼成用油脂食品は、食用油脂として少なくとも上昇融点４０℃以上の高融点油
脂を含有し、特に、上昇融点５０℃以上の油脂であるとよい。また、高融点油脂の上昇融
点の上限は、あまり高すぎると口どけが悪くなる場合があることから、７０℃以下である
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とよい。
　このような高融点油脂としては、例えば高融点部分を集めたパーム油脂等の分画油脂、
パーム油脂や植物油脂、牛脂等の動物油脂を水添して得られる硬化油脂等を挙げることが
できる。
　前記高融点油脂を含有しない食用油脂を用いた場合は、焼成用油脂食品を調製後、長期
間にわたってチーズが略均一に分散し難く、安定した品質で保存しにくいものとなる。
【００１９】
＜高融点油脂の含有量＞
　高融点油脂の含有量は、保存中のチーズの分散性を維持させやすいことから、食用油脂
全体に対し１～３５％とするとよく、５～２０％とするとよい。なお、前記高融点油脂を
少なくとも含有する食用油脂の含有量は、後述するチーズとのバランスを考慮し５５～９
５％であるとよく、６０～９０％であるとよい。
【００２０】
＜低融点油脂＞
　本発明の焼成用油脂食品に含有する食用油脂は、少なくとも前記高融点油脂を含有した
ものを用いる必要があるが、焼成用油脂食品が食パン等の食材に塗りやすい性状となりや
すいことから、前記高融点油脂以外に上昇融点が２０℃以下、特に上昇融点０～１５℃の
低融点油脂を用いるとよく、低融点油脂の含有量は、食用油脂全体に対し６５～９９％と
するとよく、さらに８０～９５％とするとよい。
【００２１】
＜食用油脂とチーズの比率＞
　本発明の焼成用油脂食品において、食用油脂とチーズとの比率は２：１～５０：１であ
り、５：１～４０：１であるとよい。
　食用油脂の比率が前記範囲より少ない場合は、食材に塗布して焼成した時に、食材表面
のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じにくいものとな
る。また、食用油脂の比率が前記範囲より多い場合も、焼成用油脂食品を食材に塗布して
焼成した時に食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさ
を感じにくく、香ばしいチーズの風味を得られにくいものとなる。
【００２２】
＜乳糖＞
　本発明の焼成用油脂食品は、焼成用油脂食品を食材に塗布して焼成した時に香ばしいチ
ーズの風味がより得られやすく、さらに、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー
感とが一体となった美味しさを感じやすいものとなることから、乳糖を含有させることが
よく、当該含有量としては、１～２０％であるとよく、５～１５％であるとよい。
【００２３】
＜クエン酸＞
　本発明の焼成用油脂食品は、焼成用油脂食品を食材に塗布して焼成した時に香ばしいチ
ーズの風味がより得られやすく、さらに、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー
感とが一体となった美味しさを感じやすいものとなることから、クエン酸を含有させるこ
とがよく、当該含有量としては、０．０５～１％であるとよく、０．１～０．５％である
とよい。
【００２４】
＜乳化剤＞
　本発明の焼成用油脂食品は、長期間にわたってチーズが略均一に分散し、食材に塗布し
て焼成した時に香ばしいチーズの風味を得られやすく、さらに、食材表面のサクサク感と
食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じやすいことから、乳化剤を配合
することができる。焼成用油脂食品の乳化剤の含有量は、０．０１～５％であるとよく、
０．０５～３％であるとよい。
乳化剤としては、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル等が挙げられる。
【００２５】
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＜水分含有量＞
　本発明の焼成用油脂食品は、製品の水分含有量が３％以下であるが、食材に塗布して焼
成した時に香ばしいチーズの風味を得られやすく、さらに、食材表面のサクサク感と食材
内部のジューシー感とが一体となった美味しさを感じやすい点から、製品の水分含有量は
２％以下であるとよい。
　前記製品の水分含有量は、栄養表示基準（平成１５年４月２４日厚生労働省告示第１７
６号）別表第２の第３欄記載の減圧加熱乾燥法に準じて測定した値である。
【００２６】
＜その他配合原料＞
　本発明の焼成用油脂食品には、本発明の効果を損なわない範囲で、他に食塩、糖類、香
辛料、旨味調味料等の調味成分や、ガム類、澱粉等の粘度調整剤、その他種々の添加剤等
を配合することができる。
【００２７】
＜焼成用油脂食品を用いる食材＞
　油脂食品を塗付する食材としては、焼成して喫食される食材であれば限定されず、食パ
ンやフランスパンなどのパン類、クラッカー等の穀類加工品、ジャガイモ等の野菜類、肉
類、魚介類などが挙げられる。
　中でも、焼成用油脂食品を食材に塗布して焼成した時に香ばしいチーズの風味を得るこ
とができ、さらに、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美
味しさを感じやすいことから、オーブントースター等でトーストして喫食される、食パン
やフランスパン等のパン類に対して特に好適に使用することができる。
【００２８】
＜焼成用油脂食品の製造方法＞
　本発明の焼成用油脂食品の具体的な製造方法としては、例えば、下記のように製造する
ことができる。
まず、高融点油脂及びその他の油脂（例えば、低融点油脂）、並びに必要に応じ乳化剤を
６０～１００℃で加熱混和する。次いで、粒状チーズ、粉末状チーズ、乳糖、クエン酸及
びその他配合原料を加えて混和する。続いて、０～１５℃の水等の冷媒で混和しながら常
温（２５℃）に冷却した後、容器に充填し、容器中で６時間から１日静置させる。
【００２９】
　以下、本発明について、実施例、比較例及び試験例に基づき具体的に説明する。なお、
本発明は、これらに限定するものではない。
【実施例】
【００３０】
［実施例１］
＜焼成用油脂食品の製造＞
　表１の低融点油脂、高融点油脂及び乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）を撹拌しなが
ら８０℃に達したところで、表１の粒状チーズ、粉末状チーズ、その他配合原料を投入し
、さらに１０分間撹拌した。
続いて、１０℃の冷却水で常温（２５℃）に冷却した後、ＰＥ／ＥＶＯＨ／ＰＥの多層材
料からなる蓋付軟質チューブに充填密封し、常温（２５℃）で１日間保管して本発明の焼
成用油脂食品を得た。
得られた焼成用油脂食品の食用油脂とチーズの比率は２０：１、粒状チーズと粉末状チー
ズの比率は１：１、食用油脂中の低融点油脂と高融点油脂の割合は、低融点油脂が８７％
、高融点油脂が１３％であった。
【００３１】
［表１］
低融点油脂（＊１）　　　　　　　　　　　７０％
高融点油脂（＊２）　　　　　　　　　　　１０％
粒状チーズ（プロセスチーズ）（＊３）　　　　２％



(7) JP 2017-18031 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

粉末状チーズ（プロセスチーズ）（＊４）　　　２％
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２％
粉塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　０．１％
乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）　　０．５％
ブラックペッパー　　　　　　　　　　　０．４％
グルタミン酸ナトリウム　　　　　　　　　　１％
―――――――――――――――――――――――――――
計　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％
　表注（＊１）菜種微水添油（上昇融点５℃）
　　　（＊２）菜種硬化油（上昇融点５５℃）
　　　（＊３）５．５メッシュパスかつ２２メッシュオンが全体の８０％以上
　　　（＊４）１００メッシュパスが全体の８０％以上
【００３２】
［実施例２］
　実施例１において、食用油脂の配合量を７０％、チーズの配合量を１４％に変更するこ
とで、食用油脂とチーズの比率を５：１に変更する以外は、実施例１と同様に焼成用油脂
食品を得た。なお、食用油脂中の低融点油脂と高融点油脂の割合、粒状チーズと粉末状チ
ーズの割合は、実施例１と同様に調整した。
【００３３】
［実施例３］
　実施例１において、チーズの配合量を２％、乳糖の配合量を１４％に変更することで、
食用油脂とチーズの比率を４０：１に変更する以外は、実施例１と同様に焼成用油脂食品
を得た。なお、食用油脂中の低融点油脂と高融点油脂の割合、粒状チーズと粉末状チーズ
の割合は、実施例１と同様に調整した。
【００３４】
［実施例４］
　実施例１において、食用油脂の配合量を６０％、チーズの配合量を３０％、乳糖の配合
量を７％、粉塩の配合量を１％に変更することで、食用油脂とチーズの比率を２：１に変
更する以外は、実施例１と同様に焼成用油脂食品を得た。なお、食用油脂中の低融点油脂
と高融点油脂の割合、粒状チーズと粉末状チーズの割合は、実施例１と同様に調整した。
【００３５】
［実施例５］
　実施例１において、チーズの配合量を１．６％、乳糖の配合量を１４．５％に変更する
ことで、食用油脂とチーズの比率を５０：１に変更する以外は、実施例１と同様に焼成用
油脂食品を得た。なお、食用油脂中の低融点油脂と高融点油脂の割合、粒状チーズと粉末
状チーズの割合は、実施例１と同様に調整した。
【００３６】
［実施例６］
実施例１において、粒状チーズの配合量を０．４％、粉末状チーズの配合量を３．６％に
変更し、粒状チーズと粉末状チーズの割合を１：９に変更する以外は、実施例１と同様に
焼成用油脂食品を得た。
【００３７】
［実施例７］
実施例２において、粒状チーズの配合量を１．７５％、粉末状チーズの配合量を１２．２
５％に変更し、粒状チーズと粉末状チーズの割合を１：７に変更する以外は、実施例１と
同様に焼成用油脂食品を得た。
【００３８】
［実施例８］
実施例２において、粒状チーズの配合量を１２．２５％、粉末状チーズの配合量を１．７



(8) JP 2017-18031 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

５％に変更し、粒状チーズと粉末状チーズの割合を７：１に変更する以外は、実施例１と
同様に焼成用油脂食品を得た。
【００３９】
［実施例９］
実施例１において、粒状チーズの配合量を３．６％、粉末状チーズの配合量を０．４％に
変更し、粒状チーズと粉末状チーズの割合を９：１に変更する以外は、実施例１と同様に
焼成用油脂食品を得た。
【００４０】
［比較例１］
　実施例１において、食用油脂の配合量を５５％、チーズの配合量を１％、乳糖の配合量
を４０％に変更することで、食用油脂とチーズの比率を５５：１に変更する以外は、実施
例１と同様に焼成用油脂食品を得た。なお、食用油脂中の低融点油脂と高融点油脂の割合
、粒状チーズと粉末状チーズの割合は、実施例１と同様に調整した。
【００４１】
［比較例２］
　実施例１において、粉末状チーズ全量を粒状チーズに置き換えて配合する以外は、実施
例１と同様に焼成用油脂食品を得た。
【００４２】
［比較例３］
　実施例１において、粒状チーズ全量を粉末状チーズに置き換えて配合する以外は、実施
例１と同様に焼成用油脂食品を得た。
【００４３】
［試験例１］
　焼成用油脂食品において、食用油脂とチーズの比率の違いが、焼成用油脂食品に与える
影響を検討するため、実施例１～５、比較例１により得られた焼成用油脂食品を、下記評
価方法により評価した。
【００４４】
［評価方法］
　６枚切り食パン（表面積１４０ｃｍ２）に焼成用油脂食品を２０ｇ塗布し、８６０Ｗ（
三洋電気（株）製）のトースターで３分間焼成した。得られた焼成食品（トースト）につ
いて、外観及び食味を評価した。
【００４５】
　実施例１～５により得られた、食用油脂及びチーズを配合し、水分含有量が３％以下で
あり、食用油脂として少なくとも上昇融点４０℃以上の高融点油脂を含有し、前記食用油
脂とチーズの比率が２：１～５０：１であり、前記チーズが、３０メッシュオンが８０％
以上の粒状チーズと、５０メッシュパスが８０％以上の粉末状チーズとを１：１０～１０
：１の比率で含有する焼成用油脂食品は、食材に塗布して焼成した時に香ばしいチーズの
風味を得ることができ、さらに、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一
体となった美味しさを感じることができるものであった。
　特に、食用油脂とチーズの比率が５：１～４０：１である実施例１～３の焼成用油脂食
品は、食材に塗布して焼成した時の香ばしいチーズの風味、食材表面のサクサク感と食材
内部のジューシー感とが一体となった美味しさが強く感じられ、大変好ましいものであっ
た。
　一方、食用油脂とチーズの比率を５５：１に変更した比較例１の焼成用油脂食品は、食
材に塗布して焼成した時に、香ばしいチーズの風味、食材表面のサクサク感と食材内部の
ジューシー感とが一体となった美味しさともに感じにくいものであった。
【００４６】
［試験例２］
　焼成用油脂食品において、粒状チーズと粉末状チーズの比率の違いが焼成用油脂食品に
与える影響を検討するため、実施例１、６～９、比較例２～３により得られた焼成用脂食
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品を、試験例１と同様の方法により評価した。
【００４７】
　実施例１、実施例６～９により得られた、食用油脂及びチーズを配合し、水分含有量が
３％以下であり、食用油脂として少なくとも上昇融点４０℃以上の高融点油脂を含有し、
前記食用油脂とチーズの比率が２：１～５０：１であり、前記チーズが、３０メッシュオ
ンが８０％以上の粒状チーズと、５０メッシュパスが８０％以上の粉末状チーズとを１：
１０～１０：１の比率で含有する焼成用油脂食品は、食材に塗布して焼成した時に香ばし
いチーズの風味を得ることができ、さらに、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシ
ー感とが一体となった美味しさを感じることができるものであった。
　特に、実施例１、５～６により得られた、粒状チーズと粉末状チーズの比率が１：８～
８：１である焼成用油脂食品は、食材に塗布して焼成した時の香ばしいチーズの風味、食
材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさが強く感じられ
、大変好ましいものであった。
　一方、チーズ全量を粒状チーズに変更した比較例２の焼成用油脂食品は、食材に塗布し
て焼成した時に、食材表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味
しさを感じにくく、その結果、香ばしいチーズの風味が得られにくいものであった。
　また、チーズ全量を粉末状チーズに変更した比較例３の焼成用油脂食品は、食材に塗布
して焼成した時に、食材内部のジューシー感が得られにくく、その結果、香ばしいチーズ
の風味が得られにくいものであった。
【００４８】
［実施例１０］
　実施例１において、食用油脂中の低融点油脂と高融点油脂の割合を、低融点油脂が８０
％、高融点油脂が２０％に変更する以外は、実施例１と同様に焼成用油脂食品を得た。な
お、食用油脂とチーズの比率、粒状チーズと粉末状チーズの割合は、実施例１と同様に調
整した。
【００４９】
［実施例１１］
　実施例１において、粒状チーズを４．７メッシュパスかつ３０メッシュオンが８０％以
上の粒状チーズに変更し、粉末状チーズを５０メッシュパスが８０％以上の粉末状チーズ
に変更する以外は、実施例１と同様に焼成用油脂食品を得た。
【００５０】
　実施例１０～１１により得られた焼成用油脂食品を、試験例１と同様の方法により評価
したところ、実施例１と同様、食材に塗布して焼成した時の香ばしいチーズの風味、食材
表面のサクサク感と食材内部のジューシー感とが一体となった美味しさが強く感じられ、
大変好ましいものであった。
【００５１】
［実施例１２］
　実施例１において、クエン酸を配合せず、粉塩の配合量を２．１％に変更する以外は、
実施例１と同様に焼成用油脂食品を得た。
【００５２】
［実施例１３］
　実施例１において、乳化剤を配合せず、粉塩の配合量を２．５％に変更する以外は、実
施例１と同様に焼成用油脂食品を得た。
【００５３】
　実施例１２～１３により得られた焼成用油脂食品を、試験例１と同様の方法により評価
したところ、実施例１の評価よりはやや劣るものの、いずれも食材に塗布して焼成した時
に香ばしいチーズの風味を得ることができ、さらに食材表面のサクサク感と食材内部のジ
ューシー感とが一体となった美味しさを感じることができるものであった。
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